事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項
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序　文

ソウル･ジャパン･クラブ（SJC）では、「企業は自らの利益を追求するだけでなく、国富の創造、雇用の維持・確保、税の納付など社会的責任（CSR）を果たすことは元より、コンプライアンスを意識した倫理経営が不可欠」との認識の下、より良い企業経営実現のため経営面及び法制度など事業環境面の共通課題について研究している。

特に後者の事業環境面の課題への取組みは、主としてテーマ別委員会を設置し、それぞれの角度から現状分析、課題の発掘、対策案検討という流れで行っている。　その際、個々の企業エゴに囚われることなく、グローバルスタンダードを常に意識したアプローチ方法を採っている。　

　ＳＪＣでは、事業環境改善のため１９９８年以降数次に亘り韓国政府に対する政策提言を行ってきた。今回の政策提言についてもＳＪＣの各委員会で十分に議論を尽くし、是非とも改善願いたいということで必要最小限の範囲で提出させていただくものである。新規案件が１５件、継続案件が１８件となっている。その内容は、日本企業のみならず外国企業、韓国企業の別なく必要な施策について触れたものである。

　従来から中心的な隘路事項として提出させていただいている労働・労使関係分野に関し、今秋、「労使関係先進化のための政労使による大妥協宣言文」が発表され、今後の立法化の動きが注目されるが、最も重要なことは法の着実な実行である。

知的財産権保護に関しては総体的には立法、エンフォース両面で目に見える改善が図られてきたが、細かな点ではまだまだ改善すべき隘路事項が多い。今年度も本分野に関する新たな提言をいくつか加えさせていただいた。

過去数回に亘り提出させていただいた政策提言に対する韓国政府の対応及び改善努力は多とするものであり、我々の事業環境及び生活環境の改善はかなりの程度進展したものと評価している。今回の政策提言に関しても、韓国政府の速やかな検討を期待するとともに、その検討経過及び結果について、ご回答いただければ幸いである。

２００６年　１２月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ソウル　ジャパン　クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　尾　崎　栄　治
１．労働・労使関係分野
労働・労使関係に関する問題は、韓国の事業環境を考える際の中核的な論点であり、単に経済的な問題に影響を与えるに留まらず、韓国の対外的イメージを大きく損なうものとなっている。また、韓国関連事業に関する日本国内での経営判断にもマイナス材料となっている。
近年、韓国政府は、労働・労使関係問題が重大な問題との認識の下、労使関係法・制度先進化方案（ロードマップ）関連法案の立法化の準備等、新たな制度構築に向けて積極的な取組みを行っていることを評価したい。しかし、これまでの状況を見ると、ロードマップの中核的な課題が先送りになり、その他の労働・労使関係全般についても効果的な対策が迅速に実施されているという状況には達しておらず、労働条件の下方硬直性や一部の組合による経営に対する過度の対立姿勢は、外国からの対内直接投資促進のための障害のみならず、既に韓国で活動している企業にとっても正規社員の雇用を敬遠する要因の一つともなっている状況である。
今年も我々から見ると、過度な労使の対立、労使双方にとって得るものが少ないと思われる長期のストライキが起こった。また、これにより拘束された労働者は去年から増加しており、特に今年は7月時点で昨年1年間を上回る数字を記録している。政府には、こうした風潮を看過することなく、建設的な労使関係を構築していくためのインフラづくりに積極的に対応して頂きたいと考える。
韓国が外国系企業の対内直接投資の促進及び正規社員の雇用確保を目指すためには、以下の項目に関して目に見える形での着実かつ積極的な改善が必要であり、これは、われわれ外国系企業だけではなく、韓国の事業者とも意見の一致を見ているところである。
Ａ　労使協定・慣行の是正可能な枠組み作り
(背景)

労使慣行に関し、韓国においては、「不合理な各種手当」、「CＰＩの伸びにＧＤＰの伸びを加算する等合理性を欠くベースアップ要求」、「本来各企業の単年度の業績に

応じて支払われるべき賞与の固定化」、「No－Work No－Pay原則の不徹底」等の問題が依然として残っている。韓国における労使関係を先進国としての国際的な相場感に沿ったものとし、安心して外国から投資ができる環境整備が不可欠であり、特に以下の問題点に対しての明確な指針を出していただきたい。
①　労働条件の下方硬直性是正（継続、内容変更）
(現状認識)
勤労基準法第９７条第１項においては、「就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には労働組合等の同意を得なければならない」とされ、会社の経営が悪化した場合等における就業規則の下方修正の際も本件規定が適用される。
加えて、韓国においては慣習的に労働条件が下がりにくい状況があり、会社の経営状況が悪化した時においても労働条件の下方修正が事実上不可能となっており、その結果正社員の雇用抑制や、ひいては事業の継続が危うい状況すら発生している。
このため、会社の経営状況に合わせてワークシェアリングの実施を可能とするといったような労働条件を円滑に調整できる制度を導入・普及する等、労働条件の下方硬直性の解消を可能とする枠組みの設定が、ひいては雇用の安定にも寄与すると考えられる。
(要望事項)

現在日本でも、「高度の経営上の必要性」が認められる場合には、就業規則の不利益変更が認められる最高裁判例もあり、不利益変更の妥当性について、労使間の自主的な交渉で解決できない場合には、司法機関の判断を求めることが可能な枠組みである。韓国においても同様な選択肢を可能とすべく、就業規則の変更時には労働組合等の同意を必須条件とするのではなく、労働組合の意見書を添付することのみを条件とするよう、現行の法令を改正願いたい。
②　週５日制導入に際しての問題(継続、内容変更)

(現状認識)

改正勤労基準法の成立により、法律上は年次有給休暇の上限の設定、月次有給休暇の廃止、生理休暇の無給化、取得を奨励しても取得が進まなかった未消化有給休暇の買い取り義務の消滅が定められた。また、前々回(０４年度建議事項)の回答では「賃団協の交渉過程において労使が改正勤労基準法の趣旨に沿って団体協約などを変更するよう積極指導」との政府の姿勢を示して頂いている。
しかしながら、実際は労働組合等が団体協約や就業規則の改正に応じない限りこれらの措置を実施できない状況となっており、多くの日本企業では年次休暇買い取りなどの制度が残ったまま週５日制を導入せざるを得ない結果(*)を踏まえ、前回(05年度)、改正勤労基準法の趣旨が、労使間で包括的・実質的に反映・合意できるようにするためにも、「取得を奨励しても取得が進まなかった未消化有給休暇の買い取りの禁止」を新たに法制化頂きたい、との要望をしたところ「労使自立の原則に外れるため困難」との回答であった。
(要望･質問事項)
前々回（04年度）に対する回答で「賃団協の交渉過程において労使が改正勤労基準法の趣旨に沿って団体協約などを変更するよう積極指導」との回答であるが、指導した具体的事例を示していただきたい。
今回改正法の趣旨は、諸外国に比べて低い休暇取得率に鑑み、金銭補填の手段として使われてきた傾向のある未消化有給休暇の買取りをやめ、もって有給休暇使用率を向上せしめるものと理解しており、政府の見解も同様か確認したい。またこの立法趣旨を具現化するために、再度法令による買取禁止条項を検討願いたい。
(*)補注
週5日制に関わる勤労基準法改正の項目として「年次有給休暇の改定」がある。これはこれまで繰り越し可能な年休日数の上限が無制限であったものが、新たに改正された法律では25日までに制限される内容となっている。しかしながら勤続年数の長

い労働者においては実際には年次有給休暇及び月次有給休暇を使いきることがない場合も多く、その残存年次有給休暇は金銭で補償され、一種の収入と位置づけられている例も多い。したがって、実際の労使交渉においては、この金銭収入の減少を組合側が忌避し、そもそも年次有給休暇の繰越日数制限に関し、改正法どおりの枠組みで合意できないケースが発生している。こういった法改正の趣旨を損なう実態を改善するためにも、残存年次有給休暇の買取を法令にて禁止することが肝要と考えられる。

Ｂ　雇用制度全般
③　法定退職金制度の改正　（継続、内容変更）
（現状認識）
韓国においては、退職金及びこの算定基礎となる平均賃金に関する規定が勤労基準法に規定されており、個別企業の経営状況等を考慮しながら、労使の対話と妥協を通じて適正な基準を設定する余地が排除されている。
　特に退職金算定の基礎となる平均賃金に関しては、本来退職金の持つ法的性格が賃金の後払いであることを考慮すれば、退職直前の平均賃金を算定基礎としていることは、必要以上に経営側に負担を科すものとなっており、本来的な意味からは勤続期間を通算して当該労働者に対して支払った実際の賃金の平均額を基に算定するべきであると考える。
今後、企業が労使との協議を通じて、一定年齢以上の社員の賃金一部切り下げや賃金ピーク制の導入を前提として、その代替として定年延長を検討したり、業績に連動したインセンティブプランを設置する等、労働者にもメリットのある制度を導入しようとしても、現行の勤労者側の一般認識が、勤続年数に応じて賃金が上昇することを前提として、退職金が会社生活の中で最も高い賃金をベースとされることを当然視する風潮から、かかる先進的な取り組みに対しても支障が生じる等の事態も想定される。
（要望事項）
退職金を勤労基準法で一律に規定するのではなく、労使の自治に委ねる余地を残すような改善をお願い致したい。
また、平均賃金の記載を削除或いは本来の法的性格（賃金の後払い）に合わせ、勤続期間を通算した実際の賃金の平均額を基に算定する方式に改善願いたい。
④　正規職解雇条件の緩和（継続、内容変更）
本年9月の労使関係先進化のための政労使による合意及び勤労基準法改正に関する立法予告によると、同法第３０条「正当な理由なく解雇した事業主に対しての罰則（同法第１１０条：５年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金）適用」が、削除される方向並びに同法第３１条に規定する経営上の解雇の際の６０日前の事前通知義務が、企業規模及び解雇規模を勘案して（60日～30日）弾力的に適用される方向に進みつつあることは、国際的な流れに沿ったものであり、且つ当方が兼ねてから要望し続けてきた事項でもあることから評価申し上げる。是非、実現に至るようご努力願いたい。

⑤　国家有功者雇用義務の弾力的運用　（継続、一部変更）
韓国の法律（国家有功者等礼遇及び支援に関する法律第49条）により、常時20人以上を雇用する一般事業所（製造業の事業所では、常時200人以上の勤労者を雇用する場合）は、国家有功者を勤労者数の一定割合（3～8%）以上雇用することが義務付けられているが、外国企業が必要とする語学能力条件等採用要件を満たす人材が少ないという現状に鑑み、外国企業への適用を除外する等の弾力的な運用をお願いしてきたところ、前回(０５年度)の建議事項に対して、『2004年12月31日に改定した「外国人投資促進法」第20条第２項は、常時20人以上を雇用する一般事業所（製造業の場合200人以上）の国家有功者の雇用義務化を規定している「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第33条の２の適用を除外している』ため「対応済み」と回答を頂いた。
　しかしながら本措置が適用される企業は外国人投資地域に入居している外国人投資企業のみという限られた範囲だけであり、現状SJCに加盟する大多数の企業はこれに該当しない。
　ついては、「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律第33条の２」の適用除外等の措置を一般の外国人投資企業や外国企業の支店等にも適用願うべく検討願いたい。
Ｃ　非正規職関係
⑥　短時間勤労者（パート）の指針の廃止等（継続、一部変更）
(現状認識)

短時間勤労者に関する有給休暇・退職金制度等の労働条件は、各企業の経営状況を鑑み労使で協議決定すべきものであり、元来、退職金等は「時間」ではなく、「会社に対する貢献」に対して支払うべきものであり、正社員と同様の比率で計算することには明らかに無理がある。
　　また、先般成立した「期間制・短時間勤労者保護法」において、「期間制勤労者の使用期間を２年に制限し、２年を超過して使用した場合には無期契約として見なす」こととなっているが、このような労働市場の柔軟性を奪うような立法は企業の投資意欲を削ぐことにもなり得、２年経過前にいったん解雇せざるを得ず、使用者にとっても勤労者にとっても問題である。
（要望事項）
○短時間勤労者に関する有給休暇・退職金制度等の労働条件の法律による規定を廃止してもらいたい。
○「期間制・短時間勤労者保護法」における期間制勤労者の2年を超えた使用後の無期契約扱いの規定をとりやめていただきたい。
⑦　派遣勤労者制度の改正（継続、一部変更）
(現状認識)

先般成立した「派遣勤労者の保護等に関する法律改正法」において、同一の派遣勤労者を２年を超えて使用した場合の使用義務（違反時3,000万ウォン以下の過料）は、元来、派遣元事業主及び使用事業主の両方が責任を負うべき派遣勤労者の保護の問題を、使用事業主に一方的に責任を押しつける点で問題がある。結局、２年経過前にいったん使用契約を終了させざるを得ず、業務上支障をきたす可能性があり、使用者にとっても勤労者にとっても柔軟な雇用形態維持の観点から問題がある。
　また、違法派遣時に使用事業主に直接使用義務が新設され、罰則も大幅に強化(現行:1年以下の懲役刑又は1,000万ウォン以下の罰金刑→改訂:3年以下の懲役刑又は2,000万ウォン以下の罰金刑)されているが、直接使用義務かつ罰則の強化は厳しすぎる。（参考：日本では罰則はなく、是正指導や勧告のみ。）
（要望事項）
○「派遣勤労者の保護等に関する法律改正法」における、派遣勤労者の２年超過使用時の使用主の使用義務をとりやめていただきたい。
○同改正法における違法派遣時の使用事業主の直接使用義務及び罰則を緩和していただきたい。
Ｄ　労組関係

⑧労組専従者の給与支援禁止措置の早期実施（継続、内容変更）

労組専従者の給与支援禁止規定の施行については､本年9月開催の政労使委員会において2009年末まで、その実施が猶予されることで合意されたが、そもそも会社が労組専従者の給与を支援する実態は、国際的な水準および労使関係の先進化の観点から改善が望まれる事項であると考える。
　本来かかる費用は、組合が自らの責任において組合費を積み立て自己支弁することで、本来の組合の自主的な活動が担保されるとともに健全で透明性の高い組合運営が確保されるものである。
　更には、労組専従者への給与支援が許容されていることで、他の先進諸国と比較して多すぎる労組専従者を抱える結果を招き、その経済的負担を負わされる企業の競争力を削ぎかねない状況を招いている。また、「韓国の労働組合及び労働関係調整法」は、「労組専従者に給与を支援する行為」を不当労働行為とみてこれを禁じており（第81条4号）、これに違反した使用者は2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられる。労組専従者に対する給与支援問題は、多くの外資系企業における団体交渉の際にもしばしば問題となるが、組合側の要求に応じて止む無く労組専従者に対して給与を支援した使用者が処罰される現在の仕組みは法理論上も矛盾している。
　なお、本事項は、これまでの経緯をみても、「企業単位の複数労組の許容」とのパッケージで議論されている向きがあるが、両議論は本来全く別の問題と考えており、これらの理由から、労組専従者給与支払い禁止措置（労働組合及び労働関係調整法付則第６条）の早期実施を要望する。
⑨　労組の違法労働行為に対する厳正かつ迅速な法の適用（継続、一部変更）
労働組合によるロック・アウト等の違法労働行為に対しては、警察、裁判所、法務部のみならず労働部に対しても「厳正かつ迅速な法執行」を継続要望してきており、前回建議事項(０５年度)に対して、違法行為について厳正に対処するという韓国政府の回答並びに、違法行為について労使を問わず軽重に従い厳正に対処した実績として、2件を例示頂いた。
しかしながら本年6月に発生した製鉄会社本社の不法占拠事件については、不法に占拠した組合はその会社とは直接雇用関係がなく、かつ器物を破壊し、業務に支障を与えて対抗するという状況であったにもかかわらず、その解決に時間を要し、政府も事態発生から６日も経過するまで具体的な対策を講じなかったことは外国系企業に大きな衝撃を与えた。これは「厳正かつ迅速な法執行をおこなう」との回答に合致しないものであり、上記の製鉄会社本社占拠事件も踏まえて政府の対応方針を確認したい。
Ｅ　その他
⑩　国民健康保険の外国人勤労者の加入義務免除（継続、一部変更）
（現状認識）
国民健康保険はこれまで外国人は任意加入の対象であったが、２００６年１月から職場加入対象事業場で働き、かつ９０日以上滞在する外国人は強制加入の対象に変更された。
日本の健康保険制度では、居住地にかかわらず日本国内の健康保険適用事業所との雇用関係が続く限り被保険者の資格は喪失せず、海外の療養についても、日本国内と同等の療養費が支給される制度になっている。日本から韓国に赴任している者の中には、日本の会社との雇用関係を保ちつつ赴任し、日本の健康保険に加入している者が多いが、今回の改正により、これまで日本の制度によって韓国での療養費も賄われていた者までも、韓国の国民健康保険の保険料を追加的に支払わなくてはならなくなった。
（要望事項）
○このような二重払いの問題に対し、他の外国系企業から同様の要請があると聞いているが、二重払いを防ぐために大統領令において、「韓国の国民健康保険以外の健康保険に加入しており、かつ韓国国内での療養についても当該保険の給付の対象になっている場合は、韓国の国民健康保険の加入を免除する。」という特例を設けていただきたい。
○前回(０５年度)の回答では、「０６年上半期のうちに方針を決定予定」となっているが、決定された方針や現在の進捗状況をお示しいただきたい。
２．金融分野

　経済通貨危機以降、不良債権問題の迅速な処理、経営の透明化、外国為替等対外的な取引規制の緩和等が進展し、さらに過去数回にわたりＳＪＣが要望した事項に関しても、一定の改善がなされたことは高く評価している。

　外国企業と当該国の金融機関とは関係が深く、当地において外国金融機関が十分な活動を行うことができれば、当該国の投資活動が一層活性化することは言うまでもない。

　外資系金融機関であるが故の特殊事情についても配慮いただきたい点もあるところ、引き続き特に重要な要望及び政策提言を行いたい。

1 有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的運用（新規）

　韓国においては銀行法第３８条ならびに大統領令第２１条の２において株式及び長期保有有価証券に関しその保有限度額が一律自己資本の６０％を上限として制限されているが、同限度金額算定根拠として、外国金融機関に対しては本店の自己資本ではなく、韓国に所在する支店単位の資本金が適用されるため韓国金融機関に対して投資可能金額が極端に低いレベルに抑制されている状況にある。

　本来投資家としての信用力は金融機関全体で判断されることが適当であるところ、外国金融機関については韓国に所在する支店単位の自己資本ではなく、金融機関全体の自己資本を適用するよう改善願いたい。

2 代金決済の事前申告義務の免除（新規）

　外国為替取引法第１６条によれば以下の通りである。

「居住者と非居住者間または非居住者相互間の取引または行為による債権・債務の決済において、居住者が次の各号の一に該当する場合は、大統領令で定めるところにより、支払方法につき、財政経済部長官に予め申告しなければならない

1． 相殺など勘定の貸借によって決済する場合（２．以下省略）

具体的には、親会社（日本）Ａから韓国子会社Ｂ経由で生産委託先（韓国）Ｃに原料Ｘを持ち込み、Ｃで生産された製品ＹをＢ経由でＡが仕入れる取引における、親会社Ａと韓国子会社Ｂ間の決済において、相互の債権・債務を相殺して代金決済（ネッティング）することは事前申告の対象となる。特に申告を怠った場合には、違反金額の３倍以下の罰金が課せられる。このような事前申告義務は先進国においては殆ど存在しない制度であり、一般的に広く行われるネッティングに対し、このような義務を課すことは、公平さを欠くとともに、韓国における企業活動、特に韓国の法制度に不案内な外国企業にとって問題が大きいと言わざるを得ない。

　従って、事前申告義務条項を削除するように改善願いたい。

③　非居住者への韓国ウォン為替市場の開放（継続）

　韓国においては、２００２年以降、外国為替の自由化に向けて各種規制の段階を踏んでの緩和により、居住者に対する自由度は格段に広がっている。

　しかし非居住者に対する韓国ウォン為替市場へのアクセスは極めて限定的にしか認められていないのが現状である。近時、非居住者の韓国ウォン先物為替ヘッジのニーズが高まりを見せているが、ＮＤＦ（Non Deliverable Forward）のみではその効果にも限界がある。

　韓国に対する投資拡大のためにも、非居住者への韓国ウォン為替市場の早期開放を引き続き要望したい。

　前回(０５年度)の建議事項の回答では長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

4 　同一人又は同一グループに対する貸出規制の改善（継続）

　同一人又は同一人グループに対する信用供与限度は、みなし自己資本を元にして算定されている。２００１年７月の制度変更の結果、本支店からの借入金のうち期間１年を超えるものについてはみなし自己資本金に参入することにより、ある程度の限度拡大が可能となったことは評価しているところ。

　しかしながら、現在の算定方法では、本支店貸与金の増加額がみなし自己資本額から控除されるなどの制約があり、十分な措置とはいえない。

　前回(０５年度)の建議事項においても要望したが、信用供与限度額の算定方法については、持込資本金ではなく本店自己資本額を基準とするよう改善願いたい。なお、前回の建議事項では長期的に検討するとのことであったので、本件に関する現在の検討状況について確認させていただきたい。

5 　預金保険制度加入の任意化（継続）

韓国においては外国金融機関の支店も預金保険に加入しなければならないが、多くの外国金融機関ではリテール業務を行っておらず、そのメリットを享受することができない。

　他方、２００３年１月からは特別預金保険料の徴収が始まり、その保険料は韓国国内銀行の救済に使用された財源の補填に利用されることとなっている。

　これは、外国銀行から国内銀行への所得移転が行われることに等しく是正を求めたい。具体的には、外国銀行の預金保険制度への加入を任意とするとともに、特別預金保険料の撤廃を求めたい。

　因みに日本では、外国金融機関は日本の預金保険制度に加入できないが、その事実を預金者に周知することにより、預金者保護を図っているところである。

　なお本件は前回(０５年度)の建議事項においても要望させていただいたが、今年も引き続き要望させていただきたい。

6 　中小企業貸出比率規制の撤廃（継続）

韓国における銀行は、一定比率以上の中小企業貸出を義務付けられている（１９８６年７月末残高を基準として、以後のウォン貨貸出増加分の２５％以上を中小企業向けに貸出さなければならない）。

しかし、金融機関が行う融資は融資先のリスクを個別に判断して、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

韓国における中小企業育成の重要性は理解するものの、中小企業育成は、本来政府による中小企業向け政策融資や信用保証制度における政府の再保証等により対応すべき課題であり、金融機関に中小企業貸出比率規制を適用し、義務付けるという現行の制度は市場原理にそぐわないものである。

また、中小企業に対する融資においてはきめ細かい与信管理が必要であるが、店舗数や人員において与信管理に限界のある外国金融機関には実質的な不利益が生じる。

国内銀行と外国金融機関が同様に扱われる結果、外国金融機関にとって実質的な不利益が発生する場合には、形式的に同じ待遇であるよりも実質的に同等の負担となるような特例措置の適用が是非とも必要である。

いずれにせよ、昨年に引き続き中小企業貸出比率規制の撤廃を求めるとともに前回(０５年度)の建議事項について受容可能との回答をいただいているので、韓国側の具体的な検討状況について確認させていただきたい。

　

　

３．知的財産権分野

　知的財産権関連の法制度については、韓国はWTO・TRIPS協定を十分に遵守し、デッドコピー規制などTRIPS協定による義務以上の取組も行っており高く評価できる。また、知的財産権問題に対して政府全体として取り組んでいる姿勢についても評価できる。

　しかしながら、現実の権利の取得および違反事例の取締りの双方において、運用面ではまだ改善の余地があると言わざるを得ない。

　日本の税関における２００６年１月～６月の知的財産権侵害疑義物品の輸入差止件数を仕出し国別で見ると韓国からのものが最多であり、半数以上を占めているのが現状である。また、外国人が集まる都心の観光地において知的財産権を侵害する物品を堂々と販売する状況が目に見えて改善されておらず、知的財産権侵害事犯が相変わらず散見される。特定の地域では、常に同じ場所で侵害品が販売されており、取締りが行われていることが実感できない。

　特許庁での権利取得の迅速化や訴訟の迅速化に努め権利者の権利の迅速な設定を行うとともに、ブランド品の模造品取締りなどに一層努め、知的財産権の重要性についての教育・啓発活動を行う他、以下の諸点につき、制度・運用面での更なる改善を求めたい。

1 無効審判の請求人適格制限の緩和（新規）

　2006年改正特許法の無効審判制度では、登録公告から３ヶ月経過後は利害関係人と審査官のみに請求人適格があり、誰でも無効審判を請求できるのは登録公告から３ヶ月が経過するまでである(改正特許法133条第1項)。

　新規性欠如・進歩性欠如等の公益的な理由に関しては、請求人適格の制限を設定するのは適当ではなく、何時までも誰でも無効審判を請求できるように改善願いたい。

2 従属形式のクレーム表現の承認（新規）

　韓国においては、多重引用した他の従属項を多重引用する従属項は認められていない。一方、日本および欧州特許協力条約では、このような従属形式のクレーム表現を認めている。

発明の多面的な保護の観点および特許出願人の過大な費用負担の回避の観点から、特許法において多重引用した他の従属項等を多重引用する従属項を認めるよう改善願いたい。

3 第三者による外国商標の不正登録の防止（新規）

　日本企業の登録商標を韓国で第三者が先行登録し、日本企業が韓国で商標登録できない事例が頻発している。

　日本の登録商標が韓国内で周知である場合、または日本で周知の登録商標であり、かつ韓国内での他者の商標登録が不正目的である場合には無効審判を請求できるが、該当しない場合には３年以上経過後に不使用の取消審判を請求する以外に方策がないのが現状であり、日本企業の韓国内での営業に支障が生じている。

　完全な造語であり第三者が容易に創作することが極めて困難な商標であるなど、第三者の商標出願が冒認出願であることが明確である場合には公序良俗違背を根拠として拒絶・取消ができるように制度および運用の改善を願いたい。

④　商標出願の先後願に関する規定適用の判断時期の改善（新規）

　韓国では、商標出願の先後願に関する規定適用の判断時期が後願の出願時となっている。

　例えば、商標登録Ａと同一の商標に関して、別の第三者が指定商品も同一の出願Ｂを行ったとする。そして登録商標Ａが使用されていないことを理由に、登録商標Ａに対して不使用取消審判を請求し、その請求が認められ登録商標Ａが取り消されたとする。この場合出願Ｂの審査時に登録商標Ａが消滅していても、出願Ｂに対する登録商標Ａを引用した拒絶理由は解消せず、出願Ｂも拒絶される。

　韓国商標制度の下では、上記出願Ｂの出願人が当該商標について商標登録を受けようとする場合、登録商標Ａの取消し確定後に再度同じ出願をしなければならないため、規定適用の判断時期を後願の出願時ではなく、審査時とするよう改善を願いたい。

⑤　拒絶理由通知に対する応答期間の延長（新規）

　韓国では、拒絶理由通知に対する応答の指定期間が通常２ヶ月となっており、指定期間の延長は可能であるが、１ヶ月の延長に対して２万ウォンの延長費用が発生している。しかし現実問題として、韓国語文献が引用例の場合、引用例の翻訳が必要な外国企業にとって２ヶ月という指定期間内に対応することは極めて困難である。

　従って、拒絶理由通知に対する応答の指定期間を３～４ヶ月に延長するよう改善を願いたい。

6 分割出願の時期的要件の緩和（新規）

　審査官による最終判断やそれに付随する先行技術調査結果が提示される前の段階において、どの程度まで広く権利化可能かについて出願人自らが見通しを立てることには限界があり、特許決定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合がある。

　また、ベンチャー企業のようなフロントランナーによる革新的な発明等の場合、特許による保護が必要な優れた発明が特許出願に含まれていても、特許請求の範囲にその発明の内容を的確に表現できなかったために、特許を取得することができずに拒絶決定となってしまうケースがある。

　より実効性のある多面的・網羅的な権利取得が可能となるよう、拒絶理由通知による意見書提出期間及び拒絶決定に対する審判請求の日から３０日以内に限り分割出願が可能となっている現行制度を改善し、特許決定後および拒絶決定後の一定期間においても分割出願を可能とするよう改善を願いたい。

7 中用権の導入（新規）

　日本では商標法第３３条において「中用権」を規定している。この規定は、重複登録された商標の一つが無効とされた場合、無効とされた商標が周知であるときはその商標権に蓄積された業務上の信用を既得権として保護し、継続的に使用する権利を認めるというものであるが、韓国ではこれに相当する権利が規定されていないのが現状である。

　他社の商標に対して自社商標を引用して無効審判請求を行った場合、逆に先方から対抗策として無効審判請求を起こされることがあるが、韓国では「中用権」が規定されていないため、自社商標が韓国内で周知であっても、自社商標が無効とされた場合には商標の継続的使用ができなくなる。

　従って、韓国においても「中用権」の規定の導入を願いたい。

8 結合商標の類似審査と取引実態との齟齬の解消（新規）

　韓国では、先登録Ａがあった場合、結合商標Ａ＋Ｂ、Ａ＋Ｃ等はほぼ全てが拒絶される傾向にあり、特に結合される文字の識別力が脆弱な場合はその傾向がより顕著である。これは、取引の実態、現実的な誤認・混同とは乖離した審査であって、非常に画一的な運用であると言わざるを得ない。

　また、既登録商標を過剰に保護することになり新たな商標採択の可能性を狭めているのが実情である。

　従って、登録商標について類似範囲の幅を狭めるよう審査基準の改訂を願いたい。また、審査基準の改訂が困難であれば、先行登録商標が引用され拒絶された場合、該商標権者との「同意書」で拒絶を解消できるように、「同意書」による不登録事由の解消制度の導入を願いたい。

　

9 新規商品・役務分類区分の見直し（新規）

　韓国では、第９類の電子応用機械器具と家庭用テレビゲームが同類似群として扱われており、また第４１類のスポーツと娯楽サービス業が同類似群として扱われている。しかし、これらの商品またはサービスを類似のものとして扱うことは現在の社会通念上適切であるとは言えない。

家庭用（携帯型液晶画面表示付を含む）テレビゲーム商品を電子応用機械器具と別分類とし、オンラインゲームサービス業とスポーツサービス業を別類似群扱いとするよう区分の見直しを願いたい。

10 特許裁判における仮執行処分の迅速化（継続）

　特許権侵害品の製造販売等禁止の仮処分決定を受けて当該製品の差し押さえを行ったところ、相手企業は差し押さえを無視し、当該製品の製造販売を継続した。そのため刑事告訴して検察庁で相手企業、検察を交え３者面談を行ったところ、相手企業が販売についての事実を認めたにも関わらず、検察が対応を行うまでに６ヶ月以上要した事例がある。仮処分申請の結果に基づいて、関係機関が速やかに侵害行為を中止させることができる体制を整備願いたい。

　前回建議事項(０５年度)においては、仮処分の実効性を確保するための方案を検討中との回答をいただいているが、その検討結果をお知らせ願いたい。

11 水際差止における特許権、実用新案権、デザイン権等への保護拡大（継続）

　韓国では、第三国から韓国に輸入される特許権やデザイン権の侵害物品を水際で差し止めることができず、エンフォースメントが困難な状況にあるが、侵害品の最大の輸出国である中国の技術レベルの向上等により、特許権やデザイン権の侵害物品の水際差止の重要性は益々高まっている。

　米国、日本等の先進諸国では、税関において特許権、デザイン権を含む主要知的財産権の保護を行っており、韓国においても関税法による水際差止の範囲を特許権、実用新案権、デザイン権等に拡大願いたい。

前回建議事項(０５年度)においては、特許権侵害判断の困難性、税関行政負担の増加等を理由として挙げ、長期検討との回答をいただいているが、関係省庁への意見照会制度および有識者への意見照会制度を有する日本の制度は一つの解決策を提示していると考える。

12 海外における外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく手続き（継続）

　ＰＣＴに基づき特許出願を韓国に国内移行した場合、国内移行時に提出した翻訳文に基づいて手続補正を行うことができる（韓国特許法第２０８条）が、海外における外国出願の原文（以下、原文）に記載がなく翻訳文（韓国語）にのみ記載がある事項に関しては無効理由となる（韓国特許法第２１３条）。すなわち、原文と翻訳文との重複記載事項にのみ特許が与えられる制度となっている。

　韓国では、日本語が堪能な現地の弁理士や翻訳者をもってしても原文の内容が正確に翻訳されていないのが現状である。

　外国出願人にとって原文に立ち戻り手続補正を行うことができない場合、原文の意図を誤訳等により翻訳文では十分に伝えきれていない場合があるため、以下の措置を導入願いたい。

○日・米・欧ではＰＣＴ出願の原文に立ち戻り訂正が行える制度を採用しており（例：日本特許法１８４条の１２および１８４条の１９）、韓国においても国際特許出願の原文に立ち戻っての手続補正を可能とする。　

○ＰＣＴ出願以外の外国からの出願についても原文に基づく救済を認める。

　前回建議事項(０５年度)においては、ＳＰＬＴおよびＰＬＴの反映のための法改正時に反映する予定との回答をいただいているが、昨年に引き続き改正作業が進められている特許法の改正案にＰＬＴの規定を一部先取りする規定が盛り込まれているように、上記措置についても早期の導入を願いたい。

４．個別要望事項

①　少量研究開発用化学物質サンプル輸入手続の緩和について（新規）

　韓国では、少量（年間100ｋｇ未満）の研究開発用サンプルに新規物質が含まれている場合、輸入前に化学物質確認内訳書と化学物質有害性審査免除確認申請書を国立環境科学院の委託機関である化学物質管理協会に提出している。このうち化学物質有害性審査免除確認申請書には、新規物質の化学名称、ＣＡＳ　Ｎｏ．、含有量を記載し、かつ他の成分に規制物質がないことを証明した保証書を添付している。

　顧客である韓国先端技術関連企業の開発スピードは早く、また要求する性能レベルも高い。したがって、常に新しい性能を持つ新規物質の開発が要求されるし、また性能確認や製造工程適性の評価において、作業効率を高めるために一度に多くのサンプルが要求される。このため、サンプルの数が多く（約３０～６０件／月）情報収集、書類作成、手続にかなりの時間と労力を要している状況である。

　さらに化学物質有害性審査免除確認は、輸入の前に確認を完了していなければならない。有害性審査免除確認の完了までには、新規物質の化学情報調査（最短３日）、書類作成及び申請（１日）、免除確認の審査（最短３日）の合計１週間が最低でも必要となっており、韓国側の顧客は通常１週間以内のサンプル納期を要求するため、輸入前までに免除申請を完了させるためには全く余裕がないのが実情である。

　このような状況が続くようであれば、今後韓国顧客の要求であっても新規物質による最先端材料の輸入抑制を考慮せざるを得なくなり、このことは韓国の先端技術産業の遅れにも繋がるのではないかと懸念するところである。

　このような状況を打開するために、下記の改善を願いたい。

　新規化学物質を輸入する場合でも、少量（年間100ｋｇ未満）で、かつ研究開発用サンプルにおいては、化学物質確認内訳書や化学物質有害性審査免除申請の届出をしなくても輸入できるように改善願いたい。（米国、日本では研究開発用サンプルの輸入においては、届出は不要となっている。）

５．生活環境改善分野

　以下の事項は、投資と深く関係する生活環境分野に関する改善要望である。中央政府のみならず地方政府の施策に関するものも含まれているが、韓国に在住する日本人が日常的に感じている諸問題について提起したものである。

　これらの要望事項の多くは従来から建議事項において提起されているものである。

また、韓国政府は以前から「生活環境改善5ヵ年計画」等の取組みを開始しており、具体的な成果が期待されるところであるが、韓国に滞在する外国人が韓国の優れた情報システム・文化等を享受できるよう引き続き一層の改善を願いたい。

1 金浦空港（国際線）の入国審査における投資外国人専用ゲートの設置（新規）

　仁川空港には入国審査に投資外国人専用ゲートが設置されているが、金浦空港には設置されていないのが、現状である。

　金浦空港の入国審査では外国人ゲートの数も少ないため、入国審査に長時間を要するケースが多いので、仁川空港と同様に、投資外国人専用ゲートの設置を検討願いたい。

2 市場価格の透明性の確保（新規）

市場等で価格表示がないケースがあり、相手が外国人であると通常の価格より高いいわゆる外国人価格で売りつけることがある。このような価格の不透明性は外国人消費者に不信感を与えることになり、ひいては外国人が市場から遠のいてしまうことになりかねない。

早急に価格表示を明確にするとともに価格の透明性を確保するように指導願いたい。

3 バス停での英語表記の拡充（新規）

　市内バスでは英語表記がなく、外国人には不便でありかつ行き先の表示が小さいのが現状である。特に地下鉄の表示に比べバス停のバスルート表示板が小さいため、表示できる情報量が少ない。従って外国人にとっては非常に利用しにくいものとなっている。韓国語を理解するのが困難な外国人にとって、英語表記はソウル市内等での行動範囲を広げる上で非常に有益なものと感じており、外国人の生活の利便性を高める上でも、英語表記及び表示板の拡大を是非検討願いたい。

　

4 交通マナー、交通・道路事情の改善（継続、変更）

　市内バスにおいて急停車、急発進、ドアが開いたままの発進、バス停に止まらない、バス停以外での停車等が頻発している。また、タクシーの運転においてもスピード違反、割り込み運転が多いのが現状である。

　こうした現状の下、交通弱者である外国人、高齢者、障碍者、幼児等のいわゆる交通弱者にとっては運転者の交通マナーが悪いことで不安、不自由を感じながら利用している。

　従来から建議事項でお願いしていることであるが、バス事業者、タクシー事業者等による公共交通の職員に対する乗客・歩行者の安全を優先する運転・接客マナーの徹底を再教育を通じて実施願うとともに、違反者に対する罰則強化を検討願いたい。
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